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(57)【要約】
【課題】他の既存の無線通信システムと周波数を共用し
、該他の既存の無線通信システムの存在により送信機会
が制限される場合においても、スループットの低下を低
減できる基地局装置、受信装置及び移動端末並びに周波
数共用方法を提供する。
【解決手段】無線通信システムにおける基地局装置に、
無線通信システムは、他の無線通信システムと共通及び
／又は隣接する周波数帯域を共用し、使用する周波数帯
域と前記他の無線通信システムにより使用される周波数
帯との離隔周波数幅を求める手段と、自基地局装置と前
記他の無線通信システムに含まれる受信装置との離隔距
離を求める手段と、離隔周波数と離隔距離に基づいて、
最大送信電力を決定する手段と、決定された最大送信電
力以下の送信電力で通信を行う手段を備えることにより
達成される。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおける基地局装置であって：
　前記無線通信システムは、他の無線通信システムと共通周波数帯域及び／又は隣接する
周波数帯域を共用し、
　使用する周波数帯域の信号が前記他の無線通信システムに含まれる受信装置に到達する
場合の、前記信号の伝搬損失を推定する伝搬損失推定手段；
　使用する周波数帯域と前記他の無線通信システムにより使用される周波数帯域との離隔
周波数幅を求める離隔周波数幅算出手段；
　前記伝搬損失推定手段によって推定された伝搬損失と前記離隔周波数幅算出手段により
算出された離隔周波数幅に基づいて、最大送信電力を決定する最大送信電力決定手段；
　前記最大送信電力決定手段により決定された最大送信電力以下の送信電力で通信を行う
送信制御手段；
　を備えることを特徴とする基地局装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の基地局装置において：
　前記受信装置から、指定する周波数の使用を制限する使用制限信号を受信し、
　該使用制限信号には、前記他の無線通信システムで使用されている占有帯域幅、該使用
制限信号の送信電力値（EIRP)に関する情報が含まれ、
　前記伝搬損失推定手段は、前記使用制限信号の受信電力と前記使用制限信号に含まれる
送信電力値に基づいて、前記伝搬損失を推定することを特徴とする基地局装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の基地局装置において：
　当該基地局装置は、前記受信装置に、伝搬路状況測定用信号を送信し、
　前記伝搬路状況測定用信号には、前記伝搬路状況測定用信号の送信電力値（EIRP)に関
する情報が含まれ、
　前記伝搬損失推定手段は、前記伝搬路状況測定用信号の受信電力と前記伝搬路状況測定
用信号に含まれる送信電力値に基づいて、前記伝搬損失を推定することを特徴とする基地
局装置。
【請求項４】
　無線通信システムにおける基地局装置であって：
　前記無線通信システムは、他の無線通信システムと共通周波数帯域及び／又は隣接する
周波数帯域を共用し、
　使用する周波数帯域と前記他の無線通信システムにより使用される周波数帯域との離隔
周波数幅を求める離隔周波数幅算出手段；
　当該基地局装置と前記他の無線通信システムに含まれる受信装置との離隔距離を求める
離隔距離算出手段；
　前記離隔周波数幅算出手段により算出された離隔周波数幅と前記離隔距離算出手段によ
り算出された離隔距離に基づいて、最大送信電力を決定する最大送信電力決定手段；
　前記最大送信電力決定手段により決定された最大送信電力以下の送信電力で通信を行う
送信制御手段；
　を備えることを特徴とする基地局装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の基地局装置において：
　前記受信装置から、指定する周波数の使用を制限する使用制限信号を受信し、
　該使用制限信号には、前記他の無線通信システムで使用されている占有帯域幅、該使用
制限信号の送信電力値（EIRP)に関する情報が含まれ、
　前記離隔距離算出手段は、前記使用制限信号の受信電力と前記使用制限信号に含まれる
送信電力値に基づいて、当該基地局装置と前記他の無線通信システムに含まれる受信装置
との離隔距離を推定することを特徴とする基地局装置。
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【請求項６】
　請求項４に記載の基地局装置において：
　当該基地局装置は、前記受信装置に、伝搬路状況測定用信号を送信し、
　前記伝搬路状況測定用信号には、前記伝搬路状況測定用信号の送信電力値（EIRP)に関
する情報が含まれ、
　前記離隔距離算出手段は、前記伝搬路状況測定用信号の受信電力と伝搬路状況測定用信
号に含まれる送信電力値に基づいて、当該基地局装置と前記他の無線通信システムに含ま
れる受信装置との離隔距離を推定することを特徴とする基地局装置。
【請求項７】
　請求項１ないし６に記載の基地局装置において：
　前記最大送信電力決定手段は、送信の制御パラメータとして、送信電力／チルト角に基
づいて、最大送信電力を決定することを特徴とする基地局装置。
【請求項８】
　請求項１ないし７のいずれか１項に記載の基地局装置において：
　前記最大送信電力決定手段は、送信の制御パラメータとして、前記他の無線通信システ
ムの耐干渉レベルに基づいて、最大送信電力を決定することを特徴とする基地局装置。
【請求項９】
　請求項１ないし８のいずれか１項に記載の基地局装置において：
　前記最大送信電力決定手段は、送信の制御パラメータとして、前記他の無線通信システ
ムの位置する方向に基づいて、最大送信電力を決定することを特徴とする基地局装置。
【請求項１０】
　請求項１ないし９のいずれか１項に記載の基地局装置において：
　前記最大送信電力決定手段は、送信の制御パラメータとして、前記他の無線通信システ
ムの受信アンテナ指向性に基づいて、最大送信電力を決定することを特徴とする基地局装
置。
【請求項１１】
　請求項１ないし９のいずれか１項に記載の基地局装置において：
　前記最大送信電力決定手段は、送信の制御パラメータとして、当該基地局装置のアンテ
ナ指向性に基づいて、最大送信電力を決定することを特徴とする基地局装置。
【請求項１２】
　請求項２または５に記載の基地局装置において：
　前記使用制限信号は、前記他の無線通信システムの対干渉レベルに関する情報を含むこ
とを特徴とする基地局装置。
【請求項１３】
　請求項１ないし１２のいずれか１項に記載の基地局装置において：
　前記最大送信電力決定手段は、送信アンテナ高に基づいて、最大送信電力を決定するこ
とを特徴とする基地局装置。
【請求項１４】
　請求項１ないし１３のいずれか１項に記載の基地局装置において：
　前記最大送信電力決定手段は、送信信号の周波数形状に基づいて、最大送信電力を決定
し、
　該周波数形状には、送信周波数マスクが含まれることを特徴とする基地局装置。
【請求項１５】
　請求項１ないし１４のいずれか１項に記載の基地局装置において：
　前記最大送信電力決定手段は、当該基地局装置の地理的位置に基づいた周囲の地理的形
状に基づいて、最大送信電力を決定することを特徴とする基地局装置。
【請求項１６】
　請求項１ないし１５のいずれか１項に記載の基地局装置において：
　前記最大送信電力決定手段は、当該基地局装置が屋内に設置されているか、屋外に設置
されているかに基づいて、最大送信電力を決定することを特徴とする基地局装置。
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【請求項１７】
　請求項１ないし１６のいずれか１項に記載の基地局装置において：
　前記最大送信電力決定手段は、当該基地局装置が通信サービスエリアを形成するセル内
のうち当該基地局装置に近い距離にある内側セルと、当該基地局装置に遠い距離にある外
側セルとで、前記使用する周波数帯域の使用率を異ならせることを特徴とする基地局装置
。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の基地局装置において：
　前記最大送信電力決定手段は、前記内側セル、前記外側セル及び他の基地局装置のセル
それぞれのトラフィック量及び／又は前記無線システムを利用する複数の利用者の地理的
分布によって、前記使用する周波数帯域の使用率を異ならせることを特徴とする基地局装
置。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の基地局装置において：
　前記最大送信電力決定手段は、前記複数の利用者の地理的分布として、利用者の信号受
信品質（SINR: Signal to Interference and Noise）を用いることを特徴とする基地局装
置。
【請求項２０】
　請求項１ないし１９のいずれか１項に記載の基地局装置において：
　前記最大送信電力決定手段は、前記最大送信電力に基づいて、前記使用する周波数帯域
の使用率を決定することを特徴とする基地局装置。
【請求項２１】
　請求項１ないし１９のいずれか１項に記載の基地局装置において：
前記最大送信電力決定手段は、当該基地局装置が通信サービスエリアを形成するセル内の
通信トラフィック量と、他の基地局装置のセル内の通信トラフィック量に応じて、前記使
用する周波数帯域の使用率を決定することを特徴とする基地局装置。
【請求項２２】
　請求項１ないし２１のいずれか１項に記載の基地局装置において、
　前記最大送信電力決定手段は、複数の周波数帯域を使用可能である場合に、周波数の使
用率、前記他の無線通信システムから通知された送信可否、送信電力制限、通信を行う受
信装置との伝搬損に基づいて、使用する周波数を決定することを特徴とする基地局装置。
【請求項２３】
　請求項２２に記載の基地局装置において、
　前記最大送信電力決定手段は、通信品質（伝送効率）に基づいて、使用する周波数の選
択を行うことを特徴とする基地局装置。
【請求項２４】
　無線通信システムにおける受信装置であって：
　当該受信装置が含まれる無線通信システムに関するシステム情報を記憶するシステム情
報記憶手段；
　前記システム情報を送信する送信手段；
　を備え、
　前記システム情報には、許容干渉レベル、前記システム情報の送信電力及び使用周波数
情報のうち少なくとも１つの情報が含まれることを特徴とする受信装置。
【請求項２５】
　無線通信システムにおける移動端末であって：
　前記無線通信システムは、他の無線通信システムと共通周波数帯域及び／又は隣接する
周波数帯域を共用し、
　使用する周波数帯域と前記他の無線通信システムにより使用される周波数帯域との離隔
周波数幅を求める離隔周波数幅算出手段；
　自移動端末と前記他の無線通信システムに含まれる受信装置との離隔距離を求める離隔
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距離算出手段；
　離隔周波数幅算出手段により算出された離隔周波数と離隔距離算出手段により算出され
た離隔距離に基づいて、最大送信電力を決定する最大送信電力決定手段；
　前記最大送信電力決定手段により決定された最大送信電力以下の送信電力で通信を行う
送信制御手段；
　を備えることを特徴とする移動端末。
【請求項２６】
　無線通信システムにおける基地局装置における周波数共用方法であって：
　前記無線通信システムは、他の無線通信システムと共通周波数帯域及び／又は隣接する
周波数帯域を共用し、
　使用する周波数帯域と前記他の無線通信システムにより使用される周波数帯域との離隔
周波数幅を求める離隔周波数幅算出ステップ；
　移動端末と前記他の無線通信システムに含まれる受信装置との離隔距離を求める離隔距
離算出ステップ；
　離隔周波数幅算出ステップにより算出された離隔周波数と離隔距離算出ステップにより
算出された離隔距離に基づいて、最大送信電力を決定する最大送信電力決定ステップ；
　前記最大送信電力決定ステップにより決定された最大送信電力以下の送信電力で通信を
行う送信制御ステップ；
　を有することを特徴とする周波数共用方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムに関し、特に基地局装置、受信装置及び移動端末並びに周
波数共用方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数のシステムが同じ周波数を利用（共用）するための方式として、超広帯域無線(UWB
:　Ultra　Wide　Band)のように、近接距離での通信を目的として、送信電力を小さく限
定し、共用する他のシステムとの状況により、送信電力マスクを固定的に決定する方法（
以下、方法１と呼ぶ）がある。
【０００３】
　一方、無線ＬＡＮで使用されている方式のように、自端末が通信を開始する前に、使用
する周波数帯域が使用されているか否かを確認し、周囲の端末が送信している間は、送信
を行わない方法（以下、方法２と呼ぶ）がある。
【０００４】
　また、ＦＤＭＡ等の周波数分割多重接続方式を用いた移動通信システムにおいて、隣接
する複数のセルが存在する場合、これらのセルを外側領域と内側領域に分割して、周波数
を割り当てる構成が提案されている（例えば、特許文献１、非特許文献１参照）。例えば
、この構成では、図１に示すように、他セル干渉の少ない内側領域には、全てのセルで共
通して使用される周波数を割り当て、他セル干渉の大きい外側領域には、一部のセルで使
用される周波数を割り当てる。
【特許文献１】特開２００５－８０２８６号公報
【非特許文献１】Mobile WiMAX - Part I: A Technical Overview and Performance Eval
uation、WiMAX Forum、March, 2006
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した背景技術には以下の問題がある。
【０００６】
　方法１では、他のシステムの稼動状況に応じた柔軟な制御が行われないことから、効率
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的な周波数利用を行うことは難しい。さらに、セルラーシステムのように広範囲のエリア
へ比較的大きい送信電力で送信を行う通信システムに用いることは原理上困難である。
【０００７】
　方法２では、共用する他システムと隣接する周波数帯域での送信状況については、考慮
されていない。さらに、周囲の状況に応じて、送信パラメータに関わらず送信可能か否か
の判断が行われるため、周波数資源を十分に有効利用できない。
【０００８】
　本発明は上述した背景技術の問題点を解決するためになされたものであり、その目的は
、他の既存の無線通信システムと周波数を共用し、該他の既存の無線通信システムの存在
により送信機会が制限される場合においても、スループットの低下を低減できる基地局装
置、受信装置及び移動端末並びに周波数共用方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、本発明の基地局装置は、
　無線通信システムにおける基地局装置であって：
　前記無線通信システムは、他の無線通信システムと共通周波数帯域及び／又は隣接する
周波数帯域を共用し、
　使用する周波数帯域の信号が前記他の無線通信システムに含まれる受信装置に到達する
場合の、前記信号の伝搬損失を推定する伝搬損失推定手段；
　使用する周波数帯域と前記他の無線通信システムにより使用される周波数帯域との離隔
周波数幅を求める離隔周波数幅算出手段；
　前記伝搬損失推定手段によって推定された伝搬損失と前記離隔周波数幅算出手段により
算出された離隔周波数幅に基づいて、最大送信電力を決定する最大送信電力決定手段；
　前記最大送信電力決定手段により決定された最大送信電力以下の送信電力で通信を行う
送信制御手段；
　を備えることを特徴の一つとする。　また、本発明の基地局装置は、
　無線通信システムにおける基地局装置であって：
　前記無線通信システムは、他の無線通信システムと共通周波数帯域及び／又は隣接する
周波数帯域を共用し、
　使用する周波数帯域と前記他の無線通信システムにより使用される周波数帯域との離隔
周波数幅を求める離隔周波数幅算出手段；
　自基地局装置と前記他の無線通信システムに含まれる受信装置との離隔距離を求める離
隔距離算出手段；
　離隔周波数幅算出手段により算出された離隔周波数と離隔距離算出手段により算出され
た離隔距離に基づいて、最大送信電力を決定する最大送信電力決定手段；
　前記最大送信電力決定手段により決定された最大送信電力以下の送信電力で通信を行う
送信制御手段；
　を備えることを特徴の１つとする。
【００１０】
　本発明の受信装置は、
　無線通信システムにおける受信装置であって：
　自受信装置が含まれる無線通信システムに関するシステム情報を記憶するシステム情報
記憶手段；
　前記システム情報を送信する送信手段；
　を備え、
　前記システム情報には、許容干渉レベル、前記システム情報の送信電力及び使用周波数
情報のうち少なくとも１つの情報が含まれることを特徴の１つとする。
【００１１】
　本発明の移動端末は、
　無線通信システムにおける移動端末であって：
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　前記無線通信システムは、他の無線通信システムと共通周波数帯域及び／又は隣接する
周波数帯域を共用し、
　使用する周波数帯域と前記他の無線通信システムにより使用される周波数帯域との離隔
周波数幅を求める離隔周波数幅算出手段；
　自移動端末と前記他の無線通信システムに含まれる受信装置との離隔距離を求める離隔
距離算出手段；
　離隔周波数幅算出手段により算出された離隔周波数と離隔距離算出手段により算出され
た離隔距離に基づいて、最大送信電力を決定する最大送信電力決定手段；
　前記最大送信電力決定手段により決定された最大送信電力以下の送信電力で通信を行う
送信制御手段；
　を備えることを特徴の１つとする。
【００１２】
　本発明の周波数共用方法は、
　無線通信システムにおける基地局装置における周波数共用方法であって：
　前記無線通信システムは、他の無線通信システムと共通周波数帯域及び／又は隣接する
周波数帯域を共用し、
　使用する周波数帯域と前記他の無線通信システムにより使用される周波数帯域との離隔
周波数幅を求める離隔周波数幅算出ステップ；
　移動端末と前記他の無線通信システムに含まれる受信装置との離隔距離を求める離隔距
離算出ステップ；
　離隔周波数幅算出ステップにより算出された離隔周波数と離隔距離算出ステップにより
算出された離隔距離に基づいて、最大送信電力を決定する最大送信電力決定ステップ；
　前記最大送信電力決定ステップにより決定された最大送信電力以下の送信電力で通信を
行う送信制御ステップ；
　を有することを特徴の１つとする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の実施例によれば、他の既存の無線通信システムと周波数を共用し、該他の既存
の無線通信システムの存在により送信機会が制限される場合においても、スループットの
低下を低減できる基地局装置、受信装置及び移動端末並びに周波数共用方法を実現できる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　次に、本発明を実施するための最良の形態を、以下の実施例に基づき図面を参照しつつ
説明する。
　尚、実施例を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を用い、
繰り返しの説明は省略する。
（第１の実施例）
　本発明の第１の実施例に係る無線通信システムについて、図２を参照して説明する。
【００１５】
　本実施例に係る無線通信システム２０００は、無線通信システム１０００と同一及び／
又は近接（隣接）するエリアで運用される。さらに、無線通信システム２０００は、図３
に示すように、無線通信システム１０００により使用される周波数帯と同一の周波数帯及
び／又は近接（隣接）する周波数帯を使用して通信を行う。
【００１６】
　本実施例では、無線通信システム１０００が既存の無線通信システムであり、無線通信
システム２０００に対して、その使用が優先される場合について説明する。無線通信シス
テムには、図２に示されるような衛星放送システム、移動通信システムが含まれる。
【００１７】
　無線通信システム１０００は、送信装置１００と、受信装置２００とを備える。受信装
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置２００は、送受信機として構成するようにしてもよい。また、移動通信システムにより
構成される場合には、基地局装置と移動端末により構成するようにしてもよい。また、本
実施例では、受信装置２００は、固定的に設置され、地理的な移動はない場合について説
明する。
【００１８】
　無線通信システム２０００は、基地局装置３００と、移動端末装置４００とを備える。
【００１９】
　本実施例では、無線通信システム２０００の下りリンクの信号が、無線通信システム１
０００に対して干渉を与える場合について説明する。このような状況において、無線通信
システム１０００及び２０００が各々独自に通信を行った場合、無線通信システム１００
０の通信品質は、無線通信システム２０００の通信によって、大きく劣化する可能性が高
い。
【００２０】
　そこで、本実施例では、無線通信システム２０００の基地局装置３００は、その使用が
優先される無線通信システム１０００の通信品質を保ちつつ通信を行う。ここで、無線通
信システム１０００の送信装置１００及び受信装置２００、無線通信システム２０００の
移動端末装置４００については、周波数の共用を行わない場合と比較して、一切の改変を
必要としない。
【００２１】
　本実施例に係る基地局装置３００について、図４を参照して説明する。
【００２２】
　本実施例に係る基地局装置３００は、送信装置を備え、該送信装置は、優先システム情
報記憶部３０２と、自局装置情報記憶部３０４と、離隔周波数幅算出手段、離隔距離算出
手段及び最大送信電力決定手段としての最大送信電力決定部３０６と、送信制御部３０８
と、送信信号生成部３１０とを備える。
【００２３】
　優先システム情報記憶部３０２は、近接する優先システム（ここでは、無線通信システ
ム１０００）、言い換えれば周波数を共用する無線通信システムに関する情報を記憶する
。優先システムに関する情報には、その受信装置２００の設置場所、許容干渉レベル、使
用周波数帯域及び使用周波数に関する情報が含まれる。ここで、許容干渉レベルとは、受
信装置２００の受信アンテナに入力される値とする。また、許容干渉レベルを受信アンテ
ナ利得に基づいて決定された値としてもよい。この場合、例えば、最大の受信アンテナ利
得を想定して、許容干渉レベルが設定される。優先システム情報記憶部３０２は、最大送
信電力決定部３０６に対して、優先システムに関する情報を出力する。この優先システム
情報は、基地局装置３００の設置時などに設定されてもよいし、有線のネットワーク等を
用いて、随時更新されるようにしてもよい。
【００２４】
　自局装置情報記憶部３０４は、自局装置に関する情報を記憶する。自局装置に関する情
報には、自基地局装置３００の設置位置、隣接チャネル漏洩電力、使用周波数帯域、送信
アンテナ利得に関する情報が含まれる。自局装置情報記憶部３０４は、最大送信電力決定
部３０６に対して、これらの情報を出力する。
【００２５】
　最大送信電力決定部３０６は、自局装置情報記憶部３０４により入力される自局装置に
関する情報と、優先システム情報記憶部３０２により入力される優先システムに関する情
報に基づいて、優先システムの通信品質を阻害しない最大送信電力を算出する。例えば、
最大送信電力決定部３０６は、自局装置情報記憶部３０４により入力された隣接チャネル
漏洩電力情報、優先システム情報記憶部３０２により入力された使用周波数帯域情報及び
優先システム設置位置情報に基づいて、最大送信電力を算出する。決定された最大送信電
力は、送信制御部３０８に入力される。
【００２６】
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　具体的には、以下のように、最大送信電力が決定される。自基地局装置３００の使用周
波数帯情報と、無線通信システム１０００の使用周波数帯域情報より、周波数の離隔幅が
算出される。そして、計算された周波数の離隔幅と無線通信システム１０００の使用周波
数帯域幅から、無線通信システム１０００の使用周波数帯域への隣接チャネル漏洩電力比
を求める。ここで、仮に優先システム、すなわち無線通信システム１０００と非優先シス
テム、すなわち無線通信システム２０００が同じ帯域を使用する場合は、０ｄＢであると
する。さらに、これらのシステムが異なる周波数帯域を使用する場合、送信信号は、図５
に示すように、離隔距離が大きくなるほど、隣接チャネル漏洩電力は小さくなるという特
徴があるため、対象となる優先システムの使用帯域内の平均電力密度を求め、この値と占
有帯域内の送信電力密度の比を求めて用いるようにしてもよく、対象となる優先システム
の使用帯域内の最大電力密度を用いて求めるようにしてもよい。
【００２７】
　また、送信信号の周波数波形については、多くの無線通信システムでは、送信信号の隣
接チャネル漏洩電力の最大値が送信スペクトラムマスクとして既定されているので、各シ
ステムの送信スペクトラムマスクを用いて各帯域の送信電力密度を求めてもよく、各送信
機の特性を予め測定するなどして求めておき、これらの値を用いて求めるようにしてもよ
い。
【００２８】
　次に、自基地局装置３００の位置情報と、優先システムの受信装置２００の位置情報よ
り、地理的離隔距離を算出する。そして、算出された地理的離隔距離より、推定伝搬損失
量を計算する。この離隔距離と推定伝搬損失量の算出は、例えば、自由空間伝搬損失式を
用いて行うようにしてもよい。自由空間伝搬損失は、例えば式（１）により示される。
【００２９】
　２０×ｌｏｇ（ｆ×ｄ）－２７．５６［ｄＢ］　　　（１）
　ここで、ｆは周波数［ＭＨｚ］、ｄは離隔距離［ｍ］である。
【００３０】
　そして、下記の式（２）を満たすように最大送信電力密度が決定され、式（３）を満た
すように最大送信電力が決定される。
【００３１】
　最大送信電力密度［ｄＢｍ／Ｈｚ］＝許容干渉レベル（スプリアス）［ｄＢｍ／Ｈｚ］
＋隣接チャネル漏洩電力比［ｄＢ］－推定伝搬損失［ｄＢ］－送信アンテナ利得［ｄＢ］
－マージン［ｄＢ］　　　（２）
　最大送信電力［ｄＢｍ］＝最大送信電力密度［ｄＢｍ／Ｈｚ］＋使用帯域幅［ｄＢＨｚ
］　　　（３）
　ここで、マージンについては、予め用いる値を決定しておくようにしてもよい。また、
送信アンテナ利得は、最大の利得を用いるようにしてもよい。
【００３２】
　本実施例では、既定の算出式により最大送信電力を算出する例を示したが、離隔距離及
び周波数の離隔幅に対する最大送信電力を予め決定し、決定された離隔距離及び周波数の
離隔幅に対する最大送信電力をテーブルとして記憶しておき、算出された離隔距離及び周
波数の離隔幅から、このテーブルを用いて最大送信電力を決定するようにしてもよい。
【００３３】
　送信制御部３０８は、最大送信電力決定部３０６により入力された最大送信電力に基づ
いて、最大送信電力決定部３０６により決定された最大送信電力以下の送信電力で通信を
行うように送信制御を行う。
【００３４】
　送信信号生成部３１０は、送信信号を生成する。送信信号にはユーザデータが含まれる
。送信信号生成部３１０は、生成した送信信号を、送信制御部３０８による制御により、
最大送信電力決定部３０６により決定された送信電力以下の送信電力で送信する。また、
送信信号生成部３１０では、決定された最大送信電力に基づき、各ユーザデータを送信す
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る際のデータ変調方式及びチャネル符号化率の組み合わせ(MCS:　Modulation　and　Codi
ng　Scheme)の決定を行ってもよい。
【００３５】
　上記方法は、無線通信システム１０００と無線通信システム２０００とが一部で同一周
波数帯を共用する場合、無線通信システム２０００が無線通信システム１０００の占有帯
域を使用しない場合のいずれにおいても適用することができる。
【００３６】
　次に、本発明に係る基地局装置３００における最大送信電力決定処理について、図６を
参照して説明する。
【００３７】
　最大送信電力決定部３０６は、自基地局装置３００の使用周波数帯情報と、無線通信シ
ステム１０００の使用周波数帯域情報より、周波数の離隔幅を求める（ステップＳ６０２
）。
【００３８】
　最大送信電力決定部３０６は、計算された周波数の離隔幅と無線通信システム１０００
の使用周波数帯域幅から、無線通信システム１０００の使用周波数帯域への隣接チャネル
漏洩電力比を求める（ステップＳ６０４）。
【００３９】
　最大送信電力決定部３０６は、自基地局装置３００の位置情報と、優先システムの受信
装置２００の位置情報より、地理的離隔距離を求める（ステップ６０６）。
【００４０】
　最大送信電力決定部３０６は、地理的離隔距離より、伝搬損失量を推定する（ステップ
Ｓ６０８）。
【００４１】
　最大送信電力決定部３０６は、最大送信電力密度を決定し、最大送信電力を決定する（
ステップＳ６１０）。
（第２の実施例）
　本発明の第２の実施例に係る無線通信システムについて説明する。
【００４２】
　本実施例に係る無線通信システムの構成は図２を参照して説明した構成と同様である。
また、本実施例に係る基地局装置３００の構成は、図４を参照して説明した構成と同様で
ある。
【００４３】
　第１の実施例に係る無線通信システムにおいては、地理的な条件について、無線通信シ
ステム１０００の受信装置２００と、無線通信システム２０００の基地局装置３００に含
まれる送信装置との離隔距離に基づいて、最大送信電力を決定する例について示した。し
かし、実際には、図７に示すように、無線通信システム１０００の受信装置２００と無線
通信システム２０００の基地局装置３００に含まれる送信装置との間の地表高、建造物５
００の状況により、無線通信システム２０００の基地局装置３００に含まれる送信装置か
ら無線通信システム１０００の受信装置２００に与える影響は大きく変化する。
【００４４】
　そこで、本実施例に係る無線通信システムにおいては、各地点及び／又は地域ごとに、
これらの地理的条件に基づいて伝搬損失推定時の補正情報が作成される。無線通信システ
ム２０００の基地局装置３００は、設置場所に基づき、これらの補正係数に基づいて、最
大送信電力を決定する。
【００４５】
　具体的には、各基地装置に対して適用される補正値を、自局装置情報記憶部３０４に記
憶しておき、最大送信電力決定部３０６に入力されるようにする。そして、最大送信電力
決定部３０６では、上述した第１の実施例により決定される最大送信電力にこの補正値を
加算した値を、最大送信電力として出力する。具体的には、式（３）に補正値が加算され
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る。
【００４６】
　また、上述した第１の実施例では、無線通信システム２０００の基地局装置３００に含
まれる送信装置が主に屋外に設置される状況を想定して説明したが、非優先システム、す
なわち無線通信システム２０００の送信装置が屋内に設置される場合にも、同様に適用で
きる。
【００４７】
　無線通信システム２０００の基地局装置３００が屋内に設置される場合、該屋内に設置
される基地局装置３００は、周囲に与える影響が少ないため、同じ地理的な離隔距離であ
っても、屋外に設置された基地局装置に比べ大きな送信電力で送信することが可能である
。
【００４８】
　そこで、無線通信システム２０００の各基地局装置３００の自局装置情報記憶部３０４
に、自基地局装置３００の設置状況を記憶しておく。設置状況には、屋内に設置されてい
るのか、屋外に設置されているのかの情報が含まれる。また、屋内に設置されている場合
には、地下、建造物の材質、窓の有無、窓からの距離などの情報を記憶しておくようにし
てもよい。そして、各設置状況に対応する補正値情報を自局装置情報記憶部３０４に記憶
しておき、設置状況に対応する補正値を最大送信電力決定部３０６に出力する。
【００４９】
　最大送信電力決定部３０６においては、地理的条件を考慮する場合と同様に、上述した
実施例により決定される最大送信電力に、この補正値を加算した値を最大送信電力として
出力する。具体的には、式（３）に補正値が加算される。
（第３の実施例）
　本発明の第３の実施例に係る無線通信システムについて説明する。
【００５０】
　本実施例に係る無線通信システムの構成は図２を参照して説明した構成と同様である。
また、本実施例に係る基地局装置３００の構成は、図５を参照して説明した構成と同様で
ある。
【００５１】
　上述した実施例においては、送信スプリアスにより無線通信システム１０００に与える
干渉に基づいて、最大送信電力を決定する例について説明した。
【００５２】
　しかし、このようにして最大送信電力を決定した場合、使用帯域内で受信される送信ス
プリアスによる影響よりも、受信装置２００の性能により使用帯域外で受信される信号か
ら受ける影響の方が大きい場合がある。この影響は感度抑圧とよばれる。この感度抑圧は
、受信装置２００の非線形素子の影響により、占有帯域に隣接する帯域で受信される信号
を所望信号の帯域に取り込んでしまうことにより干渉を受ける現象である。非線形素子に
は、例えば、受信電力増幅器が含まれる。
【００５３】
　感度抑圧は、一般に受信される信号の総和により受ける干渉の程度により決定される。
このため、感度抑圧に基づいて最大送信電力を決定する場合には、許容干渉レベル（送信
スプリアス）以外に許容干渉レベル（感度抑圧）を優先システム情報記憶部３０２に設定
しておく必要がある。
【００５４】
　また、許容干渉レベル（感度抑圧）は、許容干渉レベル（スプリアス）と同様、周波数
ごとに許容レベルが異なるため、周波数毎に許容レベルが記憶されている必要がある。
【００５５】
　そして、下記の式（４）を満たすように最大送信電力が決定される。
【００５６】
　最大送信電力［ｄＢｍ］＝許容干渉レベル（感度抑圧）［ｄＢｍ］－推定伝搬損失［ｄ
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Ｂ］－送信アンテナ利得［ｄＢ］－マージン［ｄＢ］　　　（４）
　最大送信電力決定部３０６は、上記式（４）により、感度抑圧による制限から計算され
た最大送信電力と上記実施例に記載した送信スプリアスによる制限から決定された最大送
信電力を比較し、小さいほうの値を最大送信電力として決定し出力する。具体的には、式
（３）により計算された最大送信電力と式（４）により計算された最大送信電力とが比較
される。
（第４の実施例）
　本発明の第４の実施例に係る無線通信システムについて説明する。
【００５７】
　本実施例に係る無線通信システムの構成は図２を参照して説明した構成と同様である。
また、本実施例に係る基地局装置３００の構成は、図５を参照して説明した構成と同様で
ある。
【００５８】
　上述した実施例においては、同一の周波数帯及び／又は近接（隣接）する周波数帯を無
線通信システム１０００と無線通信システム２０００で共用する場合について、送信電力
マスクを用いて隣接チャネル漏洩電力を用いるなど、これらの最悪値を用いて無線通信シ
ステム２０００の基地局装置３００の最大送信電力を決定する方法について説明した。
【００５９】
　しかし、送信電力マスクを用いて隣接チャネル漏洩電力の見積もりを行った場合、あく
までも最悪値としての評価であり、同一システムの送信装置であっても、実際の送信信号
の周波数形状は送信装置の性能や使用するサブキャリア数、送信電力により異なる。この
ため、隣接チャネル漏洩電力も異なる。送信装置の性能には、特に送信電力増幅器の性能
が含まれる。
【００６０】
　一般的には、図８に示すように、サブキャリア数が多い或いは送信電力が大きいほど隣
接チャネル漏洩電力は増加し、サブキャリア数が少ない或いは送信電力が小さいほど隣接
チャネル漏洩電力は減少する。
【００６１】
　そこで、これら送信条件における送信信号の周波数形状により、送信電力が決定されて
もよい。送信条件には、送信機固有の隣接チャネル漏洩電力特性、使用サブキャリア数、
送信電力などが含まれる。
【００６２】
　送信条件のうち、使用するサブキャリア数に基づいて決定する場合には、自局装置情報
記憶部３０４に、使用サブキャリア毎の隣接チャネル漏洩電力特性を記憶しておき、これ
らを最大送信電力決定部３０６に対して出力する。最大送信電力決定部３０６は、例えば
複数の使用サブキャリア数について、その最大送信電力を算出し、送信電力制御部３０８
に入力する。例えば、最大送信電力決定部３０６は、最大使用サブキャリア数がＸの場合
と、最大使用サブキャリア数がＹの場合について、それぞれ最大送信電力を算出する。
【００６３】
　送信制御部３０８は、これから通信を行おうとする移動端末装置４００との伝搬損失、
要求伝送速度、ＱｏＳに応じて、より適切なサブキャリア数と、最大送信電力のセットを
選択し、通信を行う。
【００６４】
　例えば、基地局装置３００から十分に近い距離に位置する移動端末装置４００に対して
高速な伝送速度で通信を行う場合は、多くのサブキャリアで最大送信電力が小さいパラメ
ータセットを選択する。一方、基地局装置３００から非常に遠くに位置する移動端末装置
に対して低速の伝送速度で通信を行う場合には、少ないサブキャリアで最大送信電力が大
きいパラメータセットを選択するようにすればよい。
（第５の実施例）
　本発明の第５の実施例に係る無線通信システムについて説明する。
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【００６５】
　本実施例に係る無線通信システムの構成は図１を参照して説明した構成と同様である。
また、本実施例に係る基地局装置３００の構成は、図４を参照して説明した構成と同様で
ある。
【００６６】
　例えば、図９に示すように、無線通信システム２０００（２０００１、２０００２）の
アンテナの指向性、例えば水平面指向性と、無線通信システム２０００の基地局装置３０
０の備える送信装置から見た無線通信システム１０００の受信装置２００の方向により、
無線通信システム２０００の基地局装置３００の備える送信装置から、無線通信システム
１０００の受信装置２００に与える影響は大きく変化する。
【００６７】
　そこで、本実施例では、自基地局装置３００のアンテナ指向性に関する情報を自局装置
情報記憶部３０４に記憶しておき、最大送信電力決定部３０６において、受信アンテナ利
得として自局から見た優先システムの受信装置の方向の値を用いる。アンテナ指向性に関
する情報には、ビームの中心方向が含まれる。
【００６８】
　ここで、自基地局装置３００が複数のセクタを使用している場合は、例えば、使用する
全セクタの指向性を加算した値を用いるようにしてもよい。
【００６９】
　本実施例に示す方法により、アンテナの種類、設置方向などによる電波の放射パターン
を予め調整することで、無線通信システム１０００の受信装置２００に近いエリアを、無
線通信システム２０００のエリアとすることが可能になる。
【００７０】
　本実施例では無線通信システム２０００のアンテナの指向性として、水平面指向性に基
づいて最大送信電力を決定する場合について示したが、図１０に示すように、無線通信シ
ステム１０００の受信装置２００の受信アンテナの指向性に基づいて最大送信電力を決定
するようにしてもよい。この場合、優先システム、すなわち無線通信システム１０００の
受信装置２００のアンテナ指向性に関する情報が優先システム情報記憶部３０２に記憶さ
れる。そして上述した最大送信電力算出式、具体的には最大送信電力密度を求める場合の
式（２）において、送信アンテナ利得として優先システムの受信装置２００から見た無線
通信システム２０００の基地局装置３００の方向の値が用いられる。アンテナ指向性に関
する情報には、ビームの中心方向が含まれる。
【００７１】
　本実施例では、基地局装置３００の水平面内アンテナ指向性に基づいて、最大送信電力
を決定する例を示したが、垂直面内指向性に基づいて、最大送信電力を決定するようにし
てもよい。また、基地局装置３００の水平面内アンテナ指向性及び垂直面内指向性に基づ
いて、最大送信電力を決定するようにしてもよい。垂直面内指向性に基づいて、最大送信
電力を決定する場合には、無線通信システム２０００の基地局装置３００から、無線通信
システム１０００の受信装置２００に対する垂直方向の角度を用いて、使用するアンテナ
利得が決定される。従って、自基地局装置３００及び優先システムの受信装置２００のア
ンテナの設置高さを事前情報として、自局装置情報記憶部３０４及び優先システム情報記
憶部３０２に記憶しておく必要がある。アンテナの設置高さとしては、例えば地表の高さ
と建物の高さとの和が使用される。
（第６の実施例）
　本発明の第６の実施例に係る無線通信システムについて説明する。
【００７２】
　上述した実施例では、優先システム情報記憶部３０２に記憶される優先システム情報が
固定的に設定される例、或いは、有線ネットワーク経由で随時更新される例について示し
た。本実施例では、無線信号を用いて、優先システム情報記憶部３０２に記憶される優先
システム情報を更新する例について示す。
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【００７３】
　本実施例に係る無線通信システムの構成は、図１を参照して説明した構成と同様である
。
【００７４】
　本実施例に係る無線通信システムでは、図１１に示すように、優先システム、すなわち
無線通信システム１０００の受信装置２００は、優先システム情報の送信を行う。無線通
信システム２０００の基地局装置３００（３００１、３００２）は、受信装置２００によ
り送信された優先システム情報を受信し、優先システム情報記憶部３０２に記憶された優
先システム情報を更新する。ここでは、優先システム情報は、優先システム１０００及び
無線通信システム２０００により通信に使用される周波数帯域以外の帯域で送信されほう
が好ましい。
【００７５】
　本実施例に係る受信装置２００について、図１２を参照して説明する。
【００７６】
　本実施例に係る受信装置２００は、優先システム情報記憶部２０２と、優先システム情
報信号生成部２０４と、受信部２０６と、受信制御部２０８と、優先システム情報送信制
御部２１０と、優先システム情報送信部２１２とを備える。
【００７７】
　受信制御部２０８は、優先システムの受信装置２００における所望信号の受信の制御を
行う。受信制御部２０８は、受信状況の通知を他の情報より逐次優先しシステム情報送信
制御部２１０に通知する。
【００７８】
　優先システム情報記憶部２０２は、優先システム情報を記憶し、優先システム情報信号
生成部２０４に対して出力する。優先システム情報には、許容干渉レベル、優先システム
情報送信電力などが含まれる。
【００７９】
　優先システム情報信号生成部２０４は、優先システム情報記憶部２０２により入力され
た優先システム情報に基づき、優先システム情報信号を生成する。また、優先システム情
報信号生成部２０４は、指定する周波数の使用を制限する使用制限信号を生成するように
してもよい。該使用制限信号には、無線通信システム１０００で使用されている占有帯域
幅、該使用制限信号の送信出力（EIRP)に関する情報が含まれる。
【００８０】
　優先システム情報送信部２１２は、優先システム情報信号送信制御部２１０の指示に従
って、優先システム情報信号及び／又は使用制限信号を送信する。
【００８１】
　優先システム情報送信制御部２１０は、受信制御部２０８により通知される情報に基づ
き優先システム情報信号及び／又は使用制限信号の送信の要否の判断を行う。優先システ
ム情報送信制御部２１０は、優先システム情報信号及び／又は使用制限信号の送信が必要
であると判断した場合、優先システム情報信号及び／又は使用制限信号の送信が必要であ
ることを優先システム情報送信部２１２に対して通知する。また、優先システム情報送信
制御部２１０は、優先システム情報信号生成部２０４に対して、次の信号受信までの時間
などの情報を通知するようにしてもよい。
【００８２】
　優先システム情報の信号のフォーマットの一例について、図１３を参照して説明する。
【００８３】
　優先システム情報は、プリアンブル、使用周波数情報、送信電力値、許容干渉レベルの
４つのフィールドを含む。
【００８４】
　プリアンブルは、既知信号パターンであり、この信号を受信する装置において、同期取
得、チャネル推定などに使用される。例えば、無線通信システム２０００の基地局装置３
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００は、プリアンブルを使用して、同期取得、チャネル推定を行う。
【００８５】
　使用周波数情報は、優先システムで受信に用いている信号の周波数情報であり、周波数
帯域幅、中心周波数の情報を含む。
【００８６】
　送信電力値は、この優先システム情報を送信するのに使用する信号の電力値であり、送
信アンテナ利得が考慮されている必要があるが、アンテナ指向性により一部の基地局装置
による伝搬損失が大きく見積もられることがないようにある程度小さい値を設定する必要
がある。
【００８７】
　許容干渉レベルは、この優先システムの受信装置２００が許容可能な干渉入力レベルを
示す。
【００８８】
　本実施例では、受信制御部２０８から優先システムでの信号の受信状況を優先システム
情報送信制御部２１０に通知し、優先システム情報の送信を制御する方法について示した
が、優先システムの受信状況を考慮せず、常に優先システム情報信号を送信するようにし
てもよい。この場合、優先システム側に必要なシステム改変に伴う負担は減るが、優先シ
ステムの未通信時間を有効に利用できなくなるため、達成可能な周波数効率は低くなる。
【００８９】
　また、本実施例では、複数の優先システムの受信装置から優先システム情報が送信され
る場合には、これらの信号は、拡散して送信されてもよい。このようにすることにより、
各優先システム情報信号で伝送されるデータの検出と、受信レベルの特定を行うことがで
きる。また、搬送波感知多重アクセス(CSMA:　 Carrier　Sense　Multiple　Access)など
の干渉回避技術が用いられてもよい。CSMAが適用された場合には、信号を送信する前に周
囲で干渉報知信号が送信されているか否か信号の検出が行われ、周囲で信号が送信されて
いる場合は、自局から干渉報知信号の送信を延期し、次の送信機会を待つ。一方で、干渉
報知信号が周囲で送信されていないと判断された場合には、自局からの干渉報知信号の送
信が行われる。
【００９０】
　本実施例に係る無線通信システム２０００に含まれる基地局装置３００について、図１
４を参照して説明する。
【００９１】
　本実施例に係る基地局装置３００は、図４を参照して説明した基地局装置に優先システ
ム情報受信部３１２と、優先システム情報解析部３１４とを備える。
【００９２】
　優先システム情報受信部３１２は、優先システム、例えば無線通信システム１０００の
受信装置２００から送信された優先システム情報信号及び／又は使用制限信号を受信し、
この優先システム情報信号及び／又は使用制限信号の受信レベルの測定とこの優先システ
ム情報信号及び／又は使用制限信号により送信されたデータの検出を行う。優先システム
情報受信部３１２は、検出された優先システム情報信号及び／又は使用制限信号の受信レ
ベルとデータとを優先システム情報解析部３１４に通知する。
【００９３】
　優先システム情報解析部３１４は、優先システム情報受信部３１２により入力された優
先システム情報信号の受信レベルと優先システム情報に含まれる送信電力値(EIRP:　equi
valent　isotoropically　power)より、自基地局装置３００と被干渉局、例えば受信装置
２００までの伝搬損失を推定する。伝搬損失を推定する場合に、優先システム情報を送信
する周波数帯域と、実際に通信を行う周波数帯域の周波数が大きく異なる場合は、周波数
による伝搬損失の補正を行う必要がある。
【００９４】
　この補正は、例えば下記のように行われる。
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（方法１）　周波数帯毎に、予め補正係数の値を記録したテーブルを用意しておく。この
テーブルの値を使用して周波数差による伝搬損失補正係数を決定する。
（方法２）　優先システム情報が送信された周波数と受信信号レベルを用いて、自由空間
伝搬損失であるとして、離隔距離を算出し、通信を行う周波数と算出された離隔距離より
伝搬損失を算出する。
【００９５】
　また、優先システム情報解析部３１４は、優先システム情報受信部３１２により入力さ
れた使用制限信号の受信電力と前記使用制限信号に含まれる送信電力値に基づいて、自基
地局装置と前記他の無線通信システムに含まれる受信装置との離隔距離を推定する。
【００９６】
　また、優先システム情報解析部３１４は、優先システム情報を受信した時間を記憶して
おく。新しい情報の更新がない場合には、優先システム情報の受信後一定時間は、最新の
データを使用し続けるようにする。この場合、例えば、データ有効期限は、優先システム
情報として、報知される。
【００９７】
　本実施例によれば、無線通信システム１０００の受信装置２００の稼働状況に応じて、
より細かく、周波数を有効に利用することが可能となる。また、無線通信システム１００
０の受信装置２００が移動する場合に対応することができる。また、有線ネットワークを
使用しないため、より簡易に実施することが可能になる。また、地形の形状を自動的に考
慮することができるため、地理的な補正係数を事前に求めておく必要はない。
（第７の実施例）
　本発明の第７の実施例に係る無線通信システムについて説明する。
【００９８】
　本実施例に係る無線通信システムの構成は図２を参照して説明した構成と同様である。
【００９９】
　上述した実施例においては、無線通信システム２０００の基地局装置３００が下り伝送
路において通信を行う周波数帯が優先システムの周波数帯と同一及び／又は近接（隣接）
する場合について示した。
【０１００】
　本実施例では、無線通信システム２０００の上りリンクの信号が優先システムに対して
影響を与える場合の干渉回避方法について示す。本実施例では、下り回線の信号は、優先
システムに対して影響を与えない場合について説明する。
【０１０１】
　セル内の不特定多数の移動端末に対して、それらの移動端末の送信電力を設定し報知す
る例について示す。
【０１０２】
　本実施例で想定する通信環境について、図１５を参照して説明する。
【０１０３】
　上りリンクによる干渉を考慮する場合、無線通信システム２０００の基地局装置３００
は、自基地局装置３００から、優先システム１０００の受信装置２００までの離隔距離と
して、エリアの最も遠い地点（被干渉局方向）で、移動端末が通信を行った場合に、その
移動端末からの被干渉局への離隔距離が十分である必要がある。
【０１０４】
　そこで、基地局装置３００の最大送信電力決定部３０６は以下の式（５）により、移動
端末４００の最大送信電力を指定する。
【０１０５】
　最大送信電力＝許容干渉レベル（スプリアス）＋隣接チャネル漏洩電力比－推定伝搬損
失－送信アンテナ利得－マージン　　　（５）
　ただし、隣接チャネル漏洩電力比、送信アンテナ利得は移動端末の特性である。また、
推定伝搬損失は、移動端末４００から、被干渉局、例えば受信装置２００までの伝搬損失
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であり、不特定の移動端末に対しての値を求める必要がある。このことから、非優先シス
テム、例えば無線通信システム２０００の基地局装置３００のエリア内の最も被干渉局に
近い地点から被干渉局までの伝搬損失となる。したがって、基地局装置から被干渉局まで
の距離から、この基地局装置３００の最大エリア半径を減算した値に対応する伝搬損失を
用いればよい。
【０１０６】
　次に、既に基地局装置３００に対してアクセスを行っているなどにより、制御信号の送
受信は行うことができる移動端末について、個々の移動端末に対して、各々最大送信電力
の決定・通知を行う方法を示す。
【０１０７】
　推定伝搬損失を求めるには、移動端末４００から被干渉局までの推定伝搬損失を設定す
る必要がある。この場合、推定伝搬損失の値を推定するには、移動端末４００と被干渉局
までの距離、すなわち移動端末の位置を特定する必要がある。ここで、例えば、移動端末
４００に、全地球測位システム(GPS:　Global　Positioning　System)を搭載しているな
どにより、移動端末４００の位置を正確に把握できる場合は、その位置を基地局装置３０
０に報告させ、その値を使用するようにしてもよい。また、移動端末自体が自移動端末の
位置を特定できない場合には、基地局装置３００から被干渉局方向のカバーエリアの最も
遠い地点に移動端末があると仮定して推定伝搬損失を求めるようにしてもよい。さらに、
移動端末４００からの受信信号レベル、移動端末４００の送信電力を用いて、移動端末４
００までの距離を推定し、基地局装置３００から被干渉局方向に推定された「基地局装置
－移動端末間距離」離れた場所にあるとしてもよい。
【０１０８】
　このようにして決定された移動端末の位置に応じて、推定伝搬損失を求め、式（５）に
より各移動端末４００の最大送信電力が決定され通知される。
（第８の実施例）
　本発明の第８の実施例に係る無線通信システムについて説明する。
【０１０９】
　本実施例に係る無線通信システムの構成は図２を参照して説明した構成と同様である。
【０１１０】
　ＯＦＤＭにおいては、面展開時に広いカバーエリアの確保と、高いキャパシティを向上
させることが可能である方式としてフラクショナルリユースが知られている。例えば、Ｏ
ＦＤＭでのフラクショナルリユースは、図１６に示すように、例えば帯域Ｘと帯域Ｙとを
使用できる場合には、各帯域の使用サブキャリア数を制限し、セルごとに異なるパターン
のサブキャリアセットを使用する。このようにすることで、自セルで達成可能な最大スル
ープットは低下するが、他セルへ干渉を低減可能な送信を行うことができる。すなわち、
他セルからの干渉を受けにくい送信を行うことができる。例えば、セルは外側領域と内側
領域に分割される。内側の領域（内側のエリア）では全てのサブキャリアが使用され、外
側の領域（外側のエリア）ではサブキャリアの使用が制限される。例えば、使用率が１／
３とされる。
【０１１１】
　セル内を内側のエリアと外側のエリアに分け、周波数帯域を使い分けるためには、以下
の方法がある。たとえば、基地局の送信電力をサブキャリアやサブチャネルの周波数帯域
毎に調整することで、送信波のセル内への到達距離を制限し、セルの内側のエリアとセル
の外側エリアを分割するようにしてもよい。あるいは、たとえば、基地局装置の複数のア
ンテナのチルト角を異ならせることにより実現することもできる。また、セル内において
、内側のエリアの半径と外側のエリアの半径は、１対２等、あらかじめ決めておいてもよ
く、送信電力又はアンテナのチルト角を適宜制御する等により、環境の変化に応じて、動
的に内側のエリアと外側のエリアの領域比率を変更してもよい。
【０１１２】
　この特徴を利用し、本実施例に係る無線通信システムでは、帯域Ｘを用いて、基地局周
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辺のユーザに対しては高い使用率で送信を行うようにする。基地局周辺のユーザは、地理
的な条件から、所望基地局からの受信信号レベルが高く、他セルからの干渉受信レベルが
低い。このため、図１７に示すように、内側のエリアでは、優先システムによる送信電力
制限により、そのエリアが減少する、すなわち、カバレッジは限定されるが、短い周波数
繰り返し距離で、使用可能であるため、地理的に高い周波数使用効率を高くすることがで
きる。すなわち、高いシステムキャパシティの達成が可能である。
【０１１３】
　一方、帯域Ｙを用いて、基地局周辺以外のユーザに対しては低い使用率で送信を行う。
このように、周波数使用率が低い状態で使用することで、セル端でもセル間干渉を受けに
くく、広いカバレッジを確保することが可能となる。
【０１１４】
　本実施例では、優先システムにより使用される周波数帯域からの制限がある場合に、よ
り制限の大きい帯域をセル近辺のユーザに割り当てるようにする。すなわち、優先システ
ムにより使用される周波数帯域あるいはその近傍の帯域であって、使用制限があるサブキ
ャリアは、内側のエリアで使用し、優先システムにより使用される周波数帯域でないため
にその使用の制限がないサブキャリアは、外側の領域で使用するようにしてもよい。さら
に、各基地局装置３００での送信条件の制限は、周辺基地局にも共有されるようにする。
この割り当て方法は、システム全体で統一される。または、少なくとも地域ごとに統一さ
れるようにしてもよい。
【０１１５】
　このように割り当てを行うことにより、優先システムによる送信条件の制限がある場合
にも、この制限を利用してフラクショナルリユースを形成することで、達成可能なスルー
プットの向上が可能になると考えられる。優先システムが存在するために、一部の周波数
帯の使用できない場合においても、広いカバレッジを損なわず、達成可能なキャパシティ
の劣化を小さく抑えることが可能となる。
【０１１６】
　なお、本実施例における上記の構成の場合には、送信電力の制限は、優先システムから
の制限により決定される。このため、内側のエリアで使用される送信電力はセル毎に異な
る場合が予想される。一方で、各セルにおけるトラフィック量は、各セルに在圏するユー
ザからの要求により決定される。さらに、要求されるトラフィックの分布（内側のエリア
に存在するユーザからの伝送要求或いは外側エリアに存在するユーザからの伝送要求）は
、ダイナミックに変動する。このため、たとえば、送信電力制限がある帯域幅および送信
電力制限がない帯域幅の比率が、要求されるトラフィック分布に、必ずしも適応しない場
合もある。
【０１１７】
　このような、トラフィックのダイナミックな変動及び、送信電力の制限の不均衡にも対
応するべく、使用周波数の使用率や使用周波数の割り当てを調整することが必要となる。
【０１１８】
　以下、具体的に説明する。
【０１１９】
　図１７において、基地局３００－１は、優先システムの受信装置２００に近いため、送
信電力制限が大きく、基地局３００－２は、優先システムの受信装置２００から遠いため
、送信電力制限が小さくなっている。たとえば、両基地局のトラフィックが均一である場
合を想定する。この場合には、基地局３００－１から送信される信号のチャネル使用率を
大きくし、基地局３００－２から送信される信号のチャネル使用率を小さくするよう制御
すればよい。
【０１２０】
　また、セル間のトラフィックの偏りを考慮して内側のエリアおよび外側のエリアでのサ
ブキャリア使用率が決定されてもよい。具体的には、トラフィックの多いセルでは、サブ
キャリア使用率を高め、トラフィックの少ないセルでは、サブキャリア使用率を下げるよ
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うにする。
【０１２１】
　さらに、セル内の内側のエリアと外側のエリアのトラフィックの偏りに対応するには以
下のようにするとよい。
【０１２２】
　優先システムにより使用される周波数帯域あるいはその近傍の帯域であって、使用制限
がある周波数帯域であっても、その一部の周波数帯域を外側のエリアに使用するようにし
てもよい。或いは優先システムにより使用される周波数帯域でないためにその使用の制限
がない周波数帯域であっても、その一部の周波数帯域を内側のエリアに利用してもよい。
にさらに、この際の内側のエリアと外側のエリアへのリソースの振り分けは、各セル及び
周辺セルでのユーザの分布（在圏ユーザの受信品質SINR: Signal to Interference and N
oiseの分布）に基づいて決定されるようにしてもよい。
【０１２３】
　また、各ユーザが内側のエリアに属するか、外側のエリアに属するかは、各移動端末が
、どの地理的な地点に存在するかではなく、基地局と移動局間の伝搬減衰量により判断さ
れれてもよい。
　また、内側のエリアに割当られたリソースはサブキャリアの使用率が高い状態で運用さ
れ、外側のエリアとして用いられる場合は、サブキャリアの使用率は低い状態で運用され
てもよい。
【０１２４】
　上述した実施例では、無線通信システム２０００の基地局装置３００が送信電力の判断
をする場合について示したが、移動端末４００が判断するようにしてもよい。ただし、移
動端末４００が判断をする場合においては、自移動端末が移動する可能性があることから
、例えば、ＧＰＳにより自移動端末の位置を取得する必要がある。
【０１２５】
　この場合の移動端末４００について、図１８を参照して説明する。
【０１２６】
　移動端末４００は、最大送信電力決定部４０２と、送信制御部４０４と、送信信号生成
部４０６とを備える。
【０１２７】
　最大送信電力決定部４０２には、自移動端末の位置情報が入力される。最大送信電力決
定部４０２は、自移動端末の位置情報と干渉局との間の離隔距離を求め、該離隔距離に基
づいて、伝搬損失を推定する。最大送信電力決定部４０２は、推定した伝搬損失と、自移
動端末の特性である隣接チャネル漏洩電力比及び送信アンテナ利得と、許容干渉レベル（
スプリアス）に基づいて、上述した式（５）により最大送信電力を求める。
【０１２８】
　送信制御部４０４は、最大送信電力決定部４０２により入力された最大送信電力に基づ
いて、最大送信電力決定部４０２により決定された最大送信電力以下の送信電力で通信を
行うように送信制御を行う。
【０１２９】
　送信信号生成部４０６は、送信信号を生成する。送信信号にはユーザデータが含まれる
。送信信号生成部４０６は、生成した送信信号を、送信制御部４０４による制御により、
最大送信電力決定部４０２により決定された送信電力以下の送信電力で送信する。
【０１３０】
　また、屋内などで、ＧＰＳによる位置取得ができない場合は、基地局装置３００が自局
の位置を報知し、移動端末４００は複数の基地局装置から報知された位置情報に基づいて
、最も近接していると考えられる基地局装置の位置を用いるようにすればよい。この場合
、自移動端末における位置推定精度が低いことから、無線通信システム１０００の受信装
置２００との伝搬損失を推定する際に、マージンを大きくするなどの処理を行ってもよい
。
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【０１３１】
　また、１つの基地局装置が複数の周波数帯を使用可能である場合には、システムによっ
ては、基地局装置３００が使用する周波数帯を指定する仕組みになっていることもあると
考えられる。この場合、移動端末４００から、使用する周波数帯を指定できるようにする
必要がある。また、この周波数帯を指定する際に、どの周波数帯でも使用可能であるとい
う選択肢を移動端末４００が取り得るようにしてもよい。
【０１３２】
　さらに、複数の基地局装置３００が、各々異なる周波数帯を用いている場合は、判断さ
れた送信電力で送信可能な基地局装置３００を選択し、通信を行うようにしてもよい。通
常は、各基地局装置が同じ送信電力で送信を行っている場合には、受信電力が最も大きい
基地局装置を選択するのが一般的であるが、受信電界強度が小さくても、許容可能な送信
電力が大きい基地局装置を選択することもあり得る。
【０１３３】
　また、この場合、優先システム情報は、非優先システムの各基地局装置から報知される
ようにしてもよいし、各優先システムから無線で送信されるようにしてもよい。
【０１３４】
　また、上述した実施例では、使用するチルト角から、出力可能な送信電力が決定されよ
うにしてもよい。使用するチルト角は、他の条件から、決定するようにしてもよい。この
場合、無線通信システム２０００が取りえるチルト角の候補２つに対して、上記方法（垂
直面指向性の考慮は必要）により、チルト角候補１の場合は最大送信電力Ｘ［ｄＢ］、チ
ルト角候補２の場合は最大送信電力Ｙ［ｄＢ］を算出し、これらを、送信制御部３０８に
出力する。送信制御部３０８では、これから通信を行おうとする移動端末との伝搬損失、
要求伝送速度、ＱｏＳに応じて、より適切なチルト角と、最大送信電力のセットを選択し
、通信を行うようにすればよい。
【０１３５】
　また、上述した実施例では、無線通信システム２０００の割り当て帯域の送信電力を一
括して決定する場合について示したが、例えばＯＦＤＭのようなマルチキャリア信号を使
用している場合においては、図１９に示すように複数の連続するサブキャリアを組にした
サブキャリアブロック単位の最大送信電力を決定し、通信を行うようにしてもよい。
【０１３６】
　また、サブキャリアあたりの送信電力を一定にし、使用するサブキャリアの数を調節す
ることにより、優先システムに対して与える影響を制御するようにしてもよい。
【０１３７】
　上述した実施例において、図２０に示すように、サーバを含めてシステムを構成するよ
うにしてもよい。図２０には、基地局装置３００の周辺に、複数の受信装置２００が設置
されている場合を示す。すなわち、その使用が優先される無線通信システム１０００の複
数の受信装置２００が、無線通信システム２０００の基地局装置３００の周辺に設置され
る。
【０１３８】
　無線通信システム２０００は、図２１に示すように、無線通信システム１０００により
使用される周波数帯と同一の周波数帯及び／又は近接（隣接）する周波数帯を使用して通
信を行う。図２１には、低い優先度のシステム（Ｌｏｗ－ｐｒｉｏｒｉｔｙ　ｓｙｓｔｅ
ｍ）、すなわち無線通信システム２０００が、高い優先度のシステム（Ｈｉｇｈ－ｐｒｉ
ｏｒｉｔｙ　ｓｙｓｔｅｍ）、すなわち無線通信システム１０００により使用される周波
数帯と同一の周波数帯を使用して通信を行う場合（ｏｖｅｒｌａｐｐｉｎｇ　ｃａｓｅ）
と、低い優先度のシステムが、高い優先度のシステムの使用する周波数帯に隣接する周波
数帯を使用して通信を行う場合（ａｄｊａｃｅｎｔ　ｃａｓｅ）を示す。無線通信システ
ム２０００が、無線通信システム１０００により使用される周波数帯の少なくとも一部の
周波数帯を使用して通信を行う場合も同様である。
【０１３９】
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　この場合、基地局装置３００及び複数の受信装置２００は、サーバ６００に対して位置
登録を行う。サーバ６００は、基地局装置３００及び複数の受信装置２００の使用する周
波数帯の管理を行う。また、サーバ６００には、無線通信システム１０００に関する情報
を記憶する。優先システムに関する情報には、その受信装置２００の設置場所、許容干渉
レベル、使用周波数帯域及び使用周波数に関する情報が含まれる。
【０１４０】
　サーバ６００は、上述した実施例と同様に、無線通信システム２０００における最大送
信電力密度を求める。
【０１４１】
　図２２の（ａ）に示すように、使用可能な周波数リソースを複数の一定帯域に分割し、
これらの一定帯域を単位として、送信電力密度を計算するようにしてもよい。この一定帯
域は、リファレンス　バンド（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｂａｎｄ）と呼ばれてもよい。この
場合、高い優先度の無線通信システム１０００の各受信装置２００に対して、サーバ６０
０は、受信装置の情報に従って、使用するリファレンス　バンド及び隣接するリファレン
ス　バンドの許容干渉電力密度を計算する。すなわち、使用可能な周波数リソースを細分
化したリファレンス　バンド毎に、干渉条件が満たされるように送信電力が決定される。
【０１４２】
　また、上述した実施例においても、リファレンス　バンド単位として、送信電力密度を
計算するようにしてもよい。
【０１４３】
　次に、サーバ６００は、低い優先度の無線通信装置２０００の基地局装置３００と、高
い優先度の各受信装置２００との間のパスロスを推定する。このパスロスは、登録した位
置情報に基づいて推定される。そして、サーバ６００は、許容送信電力密度を計算する。
図２２の（ｂ１）には、低い優先度のシステムが、高い優先度のシステムにより使用され
る周波数帯と同一の周波数帯を使用して通信を行う場合を示し、図２２の（ｂ２）は、低
い優先度のシステムが、高い優先度のシステムの使用する周波数帯に隣接する周波数帯を
使用して通信を行う場合を示す。ここで、高い優先度の無線通信システム１０００の受信
装置が複数である場合には、各受信装置に対して許容送信電力密度が計算され、その最小
値が選択されるようにしてもよい。
【０１４４】
　低い優先度の無線通信装置２０００の基地局装置３００には、リファレンス　バンド毎
に許容送信電力密度が通知される。そして、基地局装置３００は、各リファレンス　バン
ドにおいて許容送信電力密度を満足するように送信電力を設定する。　本発明の実施例に
よれば、他のシステムとの周波数と共用を行うシステムとの周波数帯間の離隔周波数幅及
び離隔距離に応じて送信可能な条件が判断されるようにしたので、送信可能な送信条件が
あれば、その条件を用いて送信を行う他の既存の無線通信システムと周波数を共用し、該
他の既存の無線通信システムの存在により送信機会が制限される場合においても、スルー
プットの低下を低減できる。
（第９の実施例）
　上述の、第７の実施例において、伝搬損失の推定および離隔距離の算出方法を示した。
【０１４５】
　本発明の第９の実施例では、図２３に示すように、基地局３００（３００３、３００４

）
から、受信装置２００に向けて、伝搬路状況測定用信号を送信し、推定伝搬損の測定や、
離隔距離の算出を行うものである。
【０１４６】
　この場合、複数の基地局３００（３００３、３００４）が存在し、複数の基地局３００
から送信される伝搬路状況測定用信号が合成されて、受信装置２００に受信されると、特
定の基地局３００から伝搬路状況測定用信号を正確に受信することができず、特定の基地
局３００と受信装置２００との間の電案損失の推定や離隔距離の算出が正確に行えない。
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このため、どの基地局３００からの干渉を受けているのかを明確に判断する必要がある。
このための方法としては、周辺の送信局が連携し、基地局３００毎に、伝搬路状況測定用
信号内に、各基地局３００固有の異なるコードを含めるか、異なる周波数を使用するか、
異なる時間に送信するかをあらかじめ決めておけばよい。図２４に伝搬路状況測定用信号
のフォーマットの一例を示す。プリアンブルは、図１３と同様である。基地局識別番号は
、基地局装置３００毎にユニークに付与された番号であり、当該番号から、基地局装置３
００を特定できる。基地局使用周波数帯域は、基地局装置３００が使用する周波数帯域、
送信電力値は、伝搬路状況測定用信号の送信電力値を示す。
【０１４７】
　さらに、各基地局基地局３００からの伝搬路状況測定用信号の送信タイミング（測定タ
イミング）を優先システム受信装置２００側に通知する必要がある。このタイミングは、
あらかじめ決定しおいて、各基地局３００及び受信装置２００が把握しておいてもよい。
また、各基地局３００からの伝搬路状況測定用信号の発信を調整するための調整情報を受
信装置２００が作成し、第１の実施例に示した有線のネットワーク等を用いて、受信装置
２００が該調整情報を各基地局３００に送信してもよい。伝搬路状況測定用信号の発信タ
イミングを受信装置２００が把握しておくことは、あるエリアに存在する基地局３００が
1局のみの場合においても、受信装置２００において、受信処理を行う時間を減少させる
ことによる、消費電力の低減させる効果があると考えられる。
【０１４８】
　なお、伝搬損失の推定方法については、第6の実施例に示された方法を利用することが
できる。
【０１４９】
　また、受信装置２００で受信される伝搬路状況測定用信号の信号電力が弱い場合は、異
なる時刻或いは、周波数を用いることが好ましい。
【０１５０】
　さらに、上記の伝搬路状況測定用信号は、優先システムへ干渉を与えないという観点か
らは、優先システムで使用されていない周波数を利用することが好ましいが、優先システ
ムで使用していない帯域を使用して伝搬損失を推定した場合、伝搬特性が異なるため正確
な伝搬損失を推定することが難しい場合がある。
【０１５１】
　優先システムで使用していない帯域を使用して伝搬損失を把握する場合は、複数のバン
ドを使用して測定時におけるフェージングの影響を低減するようにし、送受信期間距離、
及びシャドウイングに基づく伝搬ロスを測定し、さらに、信号の送受信帯域で生じるフェ
ージングについては、フェージングマージンを見込むことで対応するようにすればよい。
【０１５２】
　あるいは、第６の実施例で既に説明したように、伝搬損失の推定値から離隔距離を算出
し、実際に通信を行う周波数と算出された該離隔距離から、伝搬損失の補正を行うことと
してもよい。
【０１５３】
　なお、優先システムが使用している周波数帯域を使用して伝搬損失を推定する方法とし
て、以下の２つの方法が考えられる。
（方法１）
　地理的な配置状況により、干渉を及ぼしうる優先システムの受信装置２００を特定する
。特定された優先システム受信装置２００が該周波数帯を使用していない時間帯を基地局
３００に通知する。基地局３００は、通知された時間に伝搬路状況測定用信号を送信する
。この通知には、第１の実施例で用いた有線のネットワーク等を用いてよい。
（方法２）
　地理的な配置状況により、干渉を及ぼしうる優先システムの受信装置２００を特定する
。基地局３００から、特定された優先システム受信装置２００に対して、伝搬路状況測定
用信号の送信時刻を通知する。通知された優先システム受信装置２００は、指定された当
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該時刻における送受信を行わないようにする。
【０１５４】
　また、上記の方法では、随時伝搬損失を推定する場合を想定した例を示したが、各地点
における複数の基地局３００と受信装置２００との伝搬損失を予めデータベース化してお
き、「優先システム受信装置２００及び非優先システム基地局３００の位置情報」とこの
データベースにもとづき、各基地局３００の送信電力制御を行うようにしてもよい。
【０１５５】
　この実施例で推定された伝搬損失または離隔距離は、たとえば、第１の実施例で示した
有線のネットワーク等で、各基地局３００に送信され、算出式によって各基地局３００の
最大送信電力を計算すればよい。
【０１５６】
　説明の便宜上、本発明を幾つかの実施例に分けて説明したが、各実施例の区分けは本発
明に本質的ではなく、２以上の実施例が必要に応じて使用されてよい。発明の理解を促す
ため具体的な数値例を用いて説明したが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一
例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてよい。
【０１５７】
　以上、本発明は特定の実施例を参照しながら説明されてきたが、各実施例は単なる例示
に過ぎず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。説明
の便宜上、本発明の実施例に係る装置は機能的なブロック図を用いて説明されたが、その
ような装置はハードウエアで、ソフトウエアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよ
い。本発明は上記実施例に限定されず、本発明の精神から逸脱することなく、様々な変形
例、修正例、代替例、置換例等が包含される。
【図面の簡単な説明】
【０１５８】
【図１】周波数割当を示す説明図である。
【図２】本発明の一実施例に係る無線通信システムが適用される通信環境を示す説明図で
ある。
【図３】本発明の一実施例に係る無線通信システムの占有周波数帯域例を示す説明図であ
る。
【図４】本発明の一実施例に係る基地局装置を示す部分ブロック図である。
【図５】送信信号の周波数波形を示す説明図である。
【図６】本発明の一実施例に係る基地局装置の処理を示すフロー図である。
【図７】本発明の一実施例に係る無線通信システムが適用される通信環境を示す説明図で
ある。
【図８】使用サブキャリア数、送信電力、隣接チャネル漏洩電力の関係を示す説明図であ
る。
【図９】本発明の一実施例に係る無線通信システムが適用される通信環境を示す説明図で
ある。
【図１０】本発明の一実施例に係る無線通信システムが適用される通信環境を示す説明図
である。
【図１１】本発明の一実施例に係る無線通信システムが適用される通信環境を示す説明図
である。
【図１２】本発明の一実施例にかかる受信装置を示す説明図である。
【図１３】優先システム情報の信号フォーマットを示す説明図である。
【図１４】本発明の一実施例に係る基地局装置を示す部分ブロック図である。
【図１５】本発明の一実施例に係る無線通信システムが適用される通信環境を示す説明図
である。
【図１６】ＯＦＤＭでのフラクショナルリユースを示す説明図である。
【図１７】優先システムにより制限がある場合のフラクショナルリユースを示す説明図で
ある。
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【図１８】本発明の一実施例に係る移動端末を示す部分ブロック図である。
【図１９】本発明の一実施例に係る無線通信システムの占有周波数帯域例を示す説明図で
ある。
【図２０】本発明の一実施例に係る無線通信システムが適用される通信環境を示す説明図
である。
【図２１】本発明の一実施例に係る無線通信システムの占有周波数帯域例を示す説明図で
ある。
【図２２】本発明の一実施例に係る無線通信システムにおける送信電力制御の一例を示す
説明図である。
【図２３】本発明の一実施例に係る伝搬損失の推定及び離隔距離の測定を示す説明図
【図２４】伝搬路状況測定用信号のフォーマットを示す説明図
【符号の説明】
【０１５９】
１００　送信装置
２００　受信装置
２０２　優先システム情報記憶部
２０４　優先システム情報信号生成部
２０６　受信部
２０８　受信制御部
２１０　優先システム情報送信制御部
２１２　優先システム情報送信部
３００、３００１、３００２　基地局装置
３０２　優先システム情報記憶部
３０４　自局装情報記憶部
３０６　最大送信電力決定部
３０８　送信制御部
３１０　送信信号生成部
３１２　優先システム情報受信部
３１４　優先システム情報解析部
４００　移動端末
４０２　最大送信電力決定部
４０４　送信制御部
４０６　送信信号生成部
５００　建造物
６００　サーバ
１０００、２０００、２０００１、２０００２　無線通信システム
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